
本県における農地利用最適化活動の

取組について

令和６年度農業委員・農地利用最適化推進委員等研修会

（一社）愛知県農業会議

農地利用最適化推進室長

～地域計画の策定に向けて～

２ 地域計画策定に向けた農業会議の

取組支援について

３ 愛知の農業委員会活動活性化運動

について

１ 農地利用の最適化活動とは



農地利用の最適化活動とは

■農業委員会の所掌事務 （農業委員会法 第６条）

法改正の背景 ： 農業従事者の高齢化、耕作放棄地の増大

第１項 農地の権利移動・転用

の許可等

第２項 農地利用の最適化

現在の農地管理

将来に向けた
農地管理

※ 必須業務に位置付け（Ｈ２７改正）

担い手への農地利用の
集積・集約化

遊休農地の
発生防止・解消

新規就農・参入の促進

農地利用の最適化活動とは

地域の実情に応じて、地域の農業を担う者を確保・育成し、

農地の保全と継承を進めます！



農地利用最適化活動（遊休農地対策の方向性）

発生後対策 から 発生前対策 への転換！
遊休農地の解消 発生防止

■遊休農地の発生防止

「受け皿」づくりが重要！

新規就農・参入者の受入体制

・市町村農地バンクの設置

・農業塾、農家研修の充実

・就農後のサポート体制

■遊休農地の解消

営農困難な農地

・改正活性化法による粗放的管理

・非農地判断

所有者不明農地

・中間管理機構への貸付が簡素化

農業委員会活動の「見える化」

農地利用最適化活動の計画と目標設定

成果目標：集積率、遊休農地解消、新規参入促進

＜ 活動記録の記帳 ＞

活動目標：活動日数、活動強化月間

活動成果のとりまとめ・評価

次
年
度
計
画
に
反
映

情
報
公
開

★活動実績に応じて農地利用最適化交付金（国費）を委員会に交付

活 動 方 針
基本的な考え方、目標設定（集積率・遊休農地解消・担い手確保）

「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」の策定

年度計画の策定と評価

（農業委員会法 第７条）

（農業委員会法 第３７条）



「地域計画」の策定に向けて

「地域農業の将来計画」

・基盤強化法の改正により「人･農地プラン」が法定化

市町村の必須業務、令和６年度末までに策定！

■農業委員会の役割

地域計画 将来構想 目標地図（新）＝ ＋

「人・農地プラン」が土台 目標とする農地利用の姿１０年後を想定

■「地域計画」とは？

「目標地図」の素案作成、地域の話合いの場への参画

「地域計画」策定に向けた課題

・「人･農地プラン」で土台はできている。

・コロナ禍により地域の協議が停滞。

将来構想

目標地図 ・農地利用の現況図や意向調査を元に

目標とする農地利用の姿を作成。

・現況図が整理されている地域は少ない。

・短期間での合意形成は難しい。

高い完成度は求められていない。

（Ｒ７年度以降、順次見直しを図る）



用語の確認 「担い手」「農業を担う者」とは？

【本来の意味】

①荷物を担ぐ人

②中心となって事柄を支え、推し進めていく人

【農政用語】

効率的かつ安定的な農業経営体（を目指す者）

①認定農業者、②認定農業者に準ずる人

③認定新規就農者、③集落営農組織等

担い手

農業を担う者 「改正基盤強化法」「地域計画」で用いられ始めた。

・中小規模農家も含む

・農地の栽培管理に意欲がある者

「人・農地プラン」は

「担い手」が主役

「地域計画」では

「農業を担う者」に転換

地域計画作成に向けた農業会議の取組支援

■研修会の開催
・座談会成功のコツ研修会

（Ｒ４～６年 計７回 出席 延べ４５委員会６２名）

・地域計画作成研修会
（Ｒ５年 ３回 出席 延べ１７委員会２６名）

・農業会議総会後研修会 （年２回）

・農業委員会事務研究会研修会 （年１回）

■農業委員会巡回支援（年２回）

・県内５４委員会を地域別１０会場に分けて開催

・地域計画作成の進捗状況等について情報交換

・目標地図素案作成のポイント等を説明

■農業委員会への個別支援（随時）



本県における農地集積の現状①

地　域
耕地面積
　　　千ha

集積率
　　％

尾張 13.1 30

海部 7.3 56

知多 8.4 29

西三河 15.6 62

豊田加茂 3.8 39

新城設楽 3.8 22

東三河 17.7 40

県全体 72.9 42

■本県における担い手への農地の集積率

・海部、西三河地域が県平均を大きく上回っている。

・中山間地（新城設楽地域）は県平均の５割程度。

（Ｒ４：県農業振興課調べ）

（Ｒ４：県農業振興課調べ）

本県における農地集積の現状②

・機械化が定着し、中心的な担い手が明確。

・農作業受委託や相対貸借は未計上であり、

実質的な担い手集積率はさらに高い。

・しかし、その実態は明確に把握されていない。

★今後は集約化が課題！

【水田】 担い手集積率 ５５％

・多様な栽培品目、機械化は限定されている。

・耕作者は零細～中小規模が多く、中心的な

担い手は不在の地域が多い。

・遊休農地、不作付け農地も多い。

★畑地の担い手確保が課題！

【畑地】 担い手集積率 ２４％



・作業管理用の耕作地図が整理されており、

相対借地や作業受託を含めた実態把握が可能！

・地域外からの参入経営体の耕作地も情報収集できる！

水田作経営体への個別ヒアリングを推奨！

ほぼ「目標地図」相当の現況図が作成できる！
※目標地図には「農作業受委託」も位置付け可

集約化に向けた協議へ

・十分な話合いが必要。年度内での合意形成にこだわらない。

※担い手・地権者の利害関係により農地の集約化は簡単にはできない！

・合意形成までの時間がなければ、「現状図＝目標地図」で計画作成。

・Ｒ７年度以降も協議が継続できる場づくりが重要！

「目標地図」作成の留意点①

■水田における農地の集約化への対応

「目標地図」作成の留意点②

■中山間地・畑地主体の地域での対応

・一部の地域を除いて担い手が不足、

地域農業の将来像・目標地図が描きにくい

・話合いの場が低調、土台がない

中山間地・畑地主体地域の課題

話合いの場づくりが優先！

・地域の代表者等で将来像を継続的に協議

・中山間地では「守るべき農地」を明確にして

「粗放的な農地管理」も視野に検討を



「目標地図」作成の留意点③

・認定農業者やこれに準ずる者が多く該当。

・「地域計画」への位置付けがないと、国費補助事業の

活用（施設の高度化・拡充）に支障が生じてしまう。

・農地転用等に配慮して農振農用地を主体に区域設定

する場合に注意！

優良ハウス・優良園地は「地域農業の資産」として

「継承」することを、地域計画で位置付けてもらいたい！

認定農業者等の優良ハウス・樹園地を

地域計画から漏らさないように配慮をお願い！

■施設ハウス・樹園地への対応

座談会成功のコツ研修会

■講師

会議ファシリテーター普及協会 釘山代表理事

・対話による地域の計画策定の専門家
・全国各地での講演・研修実績多
・愛知県在住

■研修会の開催

Ｒ４年 体験研修（半日）

Ｒ５年 基礎研修（３日コース）

Ｒ６年 ステップアップ研修（１日）

基礎研修（２日コース）

※受講者対象の交流会

地域の協議での実践事例 県内11市町村



◆「農業の未来会議」で農業者の思いを地域計画に！

会議進行のノウハウを研修で

学んで地域の話合いを開催

（市内７会場）

気楽に
楽しく

中身濃く

１回目（10～11月）

地域の将来像を語り合う

参集者：地域の農業者、

関係者（ＪＡ、地元企業等）

２回目（１～２月）

目標地図について語り合う

参集者：担い手主体
（若手・女性農業者も）

農業委員・推進委員も参画

座談会成功のコツ研修会の実践事例

【蒲郡市農業委員会】

座談会成功のコツ研修会の実践事例

◆分かりやすい現況図で耕作候補者の情報収集！
【蒲郡市農業委員会】

■座談会に向けて

現況図を分かりやすく工夫

青い農地：10年後も耕作継続

赤い農地：10年後の耕作者が不在

※意向調査結果をもとに作成

■座談会では、

・赤い農地を対象に「耕作候補者」

について情報収集を行う

市全体で３５０筆に候補者情報

情報を精査して目標地図に記載



地域計画に係る意向調査の活用

■本県における農地マッチング支援の現状

市町村農地バンクの開設 ２３市町村

うち貸付意向農地の公開 ９市町村

地図・写真の添付 ３市町村

※新規参入希望者が

情報を得られにくい…

■意向調査結果を活用した貸付意向農地の情報公開

【目標地図】 ※簡易表示

青：耕作（候補）者が確定した農地

★貸付意向はあるが、

耕作候補者がない農地が明確化！

ピンク：将来の貸付意向あるが耕作候補者未定

赤 色：現在､貸付可能な農地

簡易なソフトで
貸付意向農地の

情報公開を検討中！

ストリートビューで

農地の現状把握も可能！

「地域計画」策定への取組（話合いの場への参画）

★農業委員・推進委員の皆さんへお願いしたいこと★

・ 関係機関と連携して、話合いの場づくりを！

「地域計画」の話し合いが次年度以降も継続できるように！

・ 将来を担う「農業者の思い」を反映できるように！

日頃の活動の中で情報収集、関係者で情報共有を！

・ 地域のまとめ役として話合いの場に参画を！

・ 策定した計画に対して、年配者や地権者が応援できる

よう気配りを！ （会議ファシリテーター普及協会 釘山代表）

地域計画の策定は「目標」ではなく、

将来に向けた「スタートライン」です！



農地利用最適化交付金の活用

・農地利用最適化の活動促進のため予算措置（国費45.6億円）

・各委員会での農地利用最適化交付金の活用をお願い！

・令和７年度以降も「地域計画」の実践、見直しへの活動が

継続されます。これを契機に「委員の上乗せ報酬」につい

てご検討ください！

上乗せ報酬条例の整備状況

交付金の使途

① 委員への上乗せ報酬
※市町村での条例整備が必要！

② 最適化活動に要する

事務経費

タブレット端末の通信費等

愛知の農業委員会活動活性化運動

農水省の推進施策や全国農業会議所の取組方針を踏まえて、

本県における農地利用の最適化活動の推進要領を定め、

各委員会活動の活性化、優良事例の横展開を図る。

会長・事務局長会議で提示（５月）

「申し合わせ決議」に基づいて「推進要領」を策定

重点的取組方針、具体的取組項目、活動目標等

愛知県農業会議臨時総会 （３月下旬）

「農地利用の最適化の推進に関する申し合わせ決議」

各委員会・関係機関に意見照会（４月）



令和６年度 活性化運動推進要領の重点的取組方針

Ⅰ 農業委員会の体制整備

両委員の役割分担と連携強化、「年度別計画」の策定・推進

関係機関との連携強化等

Ⅱ 両委員による現場活動の展開

日常活動を起点とした農地情報や農業者意向の把握

地域計画策定に向けた取組の推進（目標地図の素案作成、話合いへの参画）

担い手候補者・あっ旋農地の情報収集とマッチング支援

農地中間管理事業を通じた農地の集積・集約化の推進

Ⅲ 農業委員会活動の充実･強化

委員会活動の点検評価と情報公開、最適化交付金の活用、

意欲ある担い手支援、地域の実情を踏まえた政策提案

令和６年度 活性化運動推進要領の重点取組

令和６年度の重点取組 目 標

地域計画の作成に向けて、目標地図の素案

作成や地域の話合いの場への参画を積極的

に取り組む

100％
（５１委員会）

タブレット端末等を活用して、農地の利用状況

調査等の活動を効率的に進める
100％

（５４委員会）

最適化活動に取り組む全ての委員が活動記録

の記帳と定期報告を行うとともに、年度別活動計

画の進捗状況を随時確認して計画的な活動を

進める

100％
（５４委員会）


